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「下水道法」より抜粋

（特定事業場からの下水の排除の制限）

第十二条の二 特定施設（政令で定めるものを除く。第十二条の十一、第十八条の二及び

第三十九条の二を除き、以下同じ ）を設置する工場又は事業場（以下「特定事業場」と。

いう ）から下水を排除して公共下水道（終末処理場を設置しているもの又は終末処理場。

。 、 、 、を設置している流域下水道に接続しているものに限る 以下この条 次条 第十二条の五

第十二条の十第一項及び第三十七条の二において同じ ）を使用する者は、政令で定める。

場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しな

い下水を排除してはならない。

２ 前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活

環境に係る被害を生ずるおそれがあり、かつ、終末処理場において処理することが困難な

ものとして政令で定めるものの量について、当該物質の種類ごとに、公共下水道からの放

流水又は流域下水道から河川その他の公共の水域若しくは海域に放流される水（以下「流

域下水道からの放流水」という ）の水質を第八条（第二十五条の十において準用する場。

合を含む。第四項（第十二条の十第二項において準用する場合を含む ）及び第十三条第。

一項において同じ ）の技術上の基準に適合させるため必要な限度において定めるものと。

する。

３ 前項の政令で定める物質に係るものを除き、公共下水道管理者は、政令で定める基準

に従い、条例で、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めること

ができる。

４ 前項の条例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を第八条

の技術上の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使

用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

５ 第三項の規定により公共下水道管理者が条例で水質の基準を定めた場合においては、

特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、そ

の水質が当該公共下水道への排出口において当該条例で定める基準に適合しない下水を排

除してはならない。

６ 第一項及び前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置してい

る者（設置の工事をしている者を含む ）が当該施設を設置している工場又は事業場から。

公共下水道に排除する下水については、当該施設が特定施設となつた日から六月間（当該

施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間）は、適用しない。ただし、当該

施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者

に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除さ

れる汚水の水質につき第一項及び前項に規定する規制に相当するものがあるとき（当該規

定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く ）は、この限りでない。。
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第五章 罰則

、 、 、第四十五条 公共下水道 流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し その他公共下水道

流域下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

２ みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除

を妨害した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

[改正注記]

第四十六条 第十二条の五（第二十五条の十において準用する場合を含む ）若しくは第。

三十七条の二の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第三十

八条第一項若しくは第二項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都

、 。市下水路管理者の命令に違反した者は 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

[改正注記]

第四十六条の二 第十二条の二第一項又は第五項（第二十五条の十においてこれらの規定

を準用する場合を含む ）の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰。

金に処する。

２ 過失により前項の罪を犯した者は、三月以下の禁錮（こ）又は二十万円以下の罰金に

処する。

[改正注記]

第四十七条 第三十二条第七項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は

妨げた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

[改正注記]

第四十七条の二 第十二条の三第一項又は第十二条の四（第二十五条の十においてこれら

の規定を準用する場合を含む ）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、。

三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

[改正注記]

第四十八条 第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、三十万円

以下の罰金に処する。

[改正注記]

第四十九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第十一条の二又は第十二条の三第二項若しくは第三項（第二十五条の十においてこれ

らの規定を準用する場合を含む ）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者。

二 第十二条の六第一項（第二十五条の十において準用する場合を含む ）の規定に違反。

した者

三 第十二条の十一（第二十五条の十において準用する場合を含む ）の規定による記録。

をせず、又は虚偽の記録をした者

四 第十三条第一項（第二十五条の十において準用する場合を含む ）の規定による検査。

を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 第三十九条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

[改正注記]

第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


